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○丹波市立隣保館条例 

平成16年11月１日 

条例第123号 

 

（設置） 

第１条 地域住民の生活文化の向上及び福祉の増進を図り、人権意識の高揚の

ための施設として、丹波市立隣保館（以下「隣保館」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 隣保館の名称及び位置は、別表第１に掲げるとおりとする。 

（事業） 

第３条 隣保館は、次に掲げる事業を行う。 

(１) 社会調査及び研究事業 

(２) 相談事業 

(３) 地域福祉事業 

(４) 啓発及び広報活動事業 

(５) 交流事業 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

（職員） 

第４条 隣保館に、必要な職員を置くことができる。 

（使用の許可） 

第５条 隣保館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなけれ

ばならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 市長は、必要と認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。 

（使用許可の制限） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないこ

とができる。 

(１) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。 

(２) 隣保館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認

めるとき。 

(３) その他市長が管理上支障があると認めるとき。 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第７条 第５条の規定による使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）

は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用し

てはならない。 

（使用許可の取消し等） 

第８条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事

項を変更し、若しくは使用許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制

限することができる。 

(１) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(２) 使用許可の条件に違反したとき。 

(３) その他市長が必要と認めたとき。 

２ 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、

又は使用の中止、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じ
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ても、市長は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、市長がやむ

を得ない事情があると認めるときは、この限りでない。 

（使用料） 

第９条 使用者は、別表第２に定める使用料を前納しなければならない。ただ

し、市長が特別の理由があるとして後納を認めるときは、この限りでない。 

（使用料の免除） 

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を免除するこ

とができる。 

（使用料の還付） 

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認め

るときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（原状回復の義務） 

第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原

状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。 

２ 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、

これに要した費用は、使用者の負担とする。 

（損害賠償の義務） 

第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失

したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、

市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

（運営審議会） 

第14条 隣保館の運営について、市長の諮問に答申し、又は意見を具申する機

関として丹波市立隣保館運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、委員12人以内で組織する。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 地域住民の代表者 

(２) 識見を有する者 

(３) 教育関係者 

(４) 社会福祉関係者 

(５) 公募による市民 

４ 審議会は、原則公開で審議を行う。ただし、審議事項に応じて審議会に諮

り、非公開で審議することができるものとする。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、

規則で定める。 

（その他） 

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成16年11月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の柏原町人権啓発センターの設

置及び管理に関する条例（昭和50年柏原町条例第108号）、氷上町立総合隣保

館の設置及び管理に関する条例（昭和34年氷上町条例第167号）又は春日町立
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隣保館の設置及び管理に関する条例（昭和47年春日町条例第７号）の規定に

よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によ

りなされたものとみなす。 

附 則（平成17年12月１日条例第75号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年９月28日条例第66号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成20年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の丹波市立隣保館等条例の使用料に関する規定は、

平成20年４月１日以後の使用について適用し、同日前までの使用に係る使用

料については、なお従前の例による。 

附 則（平成23年３月１日条例第10号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年12月24日条例第47号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年９月30日条例第36号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年12月27日条例第39号） 

この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

隣保館 

名称 位置 

氷上文化センター 丹波市氷上町西中107番地１ 

貝市会館 丹波市春日町国領1668番地 

七日市会館 丹波市春日町七日市303番地１ 

 


